
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  お歳暮の購入に係る費用                  

Ｑ：お歳暮の季節になりました。今年は、

経費を削減して、１件当たり3,000円までのも

のにしようと思っています。このような少額

なものでも交際費として処理が必要ですか？                         

                                             

Ａ：金額の多寡に関係なく、交際費となり

ます。 

【解説】 

 「交際費」というものは、取引先との親睦

を深め、その歓心を買うことによって取引関

係の円滑化を図り、ひいては収益の拡大をは

かることを目的として支出するものですから、

企業会計では、当然に費用として取り扱われ

ます。 

 しかしながら、法人税では、交際費等の中

には冗費的支出も多く、これを全て損金とし

て認めると、不必要な費用を国が補助する結

果になるということから、昭和29年に交際費

課税が制定され、交際費等に一定の限度額が

設けられ、その限度額を超える金額について

は損金の額に算入しないこととされています。 

 この場合の交際費には、得意先、仕入先等

法人の利害関係者の歓心を買うために行う接

待、供応、慰安、贈答等に関連して支出する

一切の費用が含まれますから、｢お歳暮｣のよ

うに、明らかに取引先に対する贈答を目的と

して支出する費用については、たとえ少額の

ものであっても、全額を交際費として処理し

なければなりません。 
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